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独立行政法人福祉医療機構に よ る 医療貸付事業融資制度利用希望者に  

対する 個別融資相談会の 開催について  

 

 

今般、 独立行政法人福祉医療機構におい て 、 病院及び介護老人保健施設

等の 医療関係施設（ 但し 、 直接貸付の 取扱範囲に かか る も の に限り ま す。）

の整備を 予定し て い る 事業者を 対象に 、 個別融資相談会が 開催さ れま す。  

つき ま し て は、 貴会会員に対し て 、 ご 周知賜り ま すよ う お願い申し 上げ

ま す。  

 ※個別融資相談会は、 全国 5 つのブ ロ ッ ク で 開催予定で すが、 福祉貸付事業は全

て のブ ロ ッ ク で の対応、 医療貸付事業は関東と 近畿のみで の対応が 予定さ れて

いま す。 た だし 、 関東・ 近畿以外の地域で医療貸付事業の融資相談を 希望さ れ

る 事業者も 訪問可能で あ れば関東・ 近畿の 開催地で の 面談が可能で あ る ほ か、

W eb 会議シ ス テ ム 等によ る オ ン ラ イ ン で の相談も 可能で す。  
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独立行政法人福祉医療機構 

福祉医療貸付事業個別融資相談会 開催のご案内 
社会福祉事業施設及び医療関係施設の整備等をご計画の方で、融資を希望されるお客さまを対象とし

て、個別融資相談会を開催いたします。 

個別面談を予定していますが、お客様のご希望に応じて Web 会議システム等による実施も可能です。 

融資金額や適用金利のご案内を中心に、幅広いご融資の相談に対応しておりますので、是非この機会

をご利用ください。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（お問い合わせ先） 

【施設の開設地が東日本のお客様】 東京本部：東京都港区虎ノ門 4-3-13 ヒューリック神谷町ビル 9 階 

<福祉貸付> 福祉医療貸付部福祉審査課             TEL 03-3438-9298 

<医療貸付> 福祉医療貸付部医療審査課               TEL 03-3438-9937 

【施設の開設地が西日本のお客様】 大阪支店：大阪府大阪市中央区南本町 3-6-14 イトゥビル 3 階 

<福祉貸付> 大阪支店福祉審査課                TEL 06-6252-0216 

<医療貸付> 大阪支店医療審査課                TEL 06-6252-0219 

  【NPO 法人のお客様】 東京本部：東京都港区虎ノ門 4-3-13 ヒューリック神谷町ビル 9 階 

ＮＰＯリソースセンターＮＰＯ支援課                TEL 03-3438-4756 

 

・会   場： 
ﾌﾞﾛｯｸ 開催予定日時 開催地 会場 

① 関東 （常時開催） 
東京都 

港区 

独立行政法人福祉医療機構 東京本部 面談室 

（東京都港区虎ノ門 4-3-13 ヒューリック神谷町ビル 9F） 

<福祉審査課：TEL 03-3438-9298> <医療審査課：TEL 03-3438-9937> 

② 北海

道 

7 月 2 日(木) 10：00～16：00 

7 月 3 日(金) 10：00～16：00 

北海道 

札幌市 

TKP ガーデンシティ札幌駅前「カンファレンスルーム 5B」 

（札幌市中央区北 2 条西 2 ｰ 19（アパホテル＜TKP 札幌駅前＞内）TKP 札幌 

ビル 5F）  TEL 011-806-0051 

③ 東海 
6 月 22 日(月) 10：00～16：00 

6 月 23 日(火) 10：00～16：00 

愛知県    

名古屋市 

TKP ガーデンシティ PREMIUM 名古屋新幹線口「バンケットルーム 5A」 

（名古屋市中村区椿町 1-16 井門名古屋ビル 5F） 

TEL 052-459-5051 

④ 近畿 （常時開催） 
大阪府 

大阪市 

独立行政法人福祉医療機構 大阪支店 面談室 

（大阪市中央区南本町 3-6-14 イトゥビル 3F） 

<福祉審査課:TEL 06-6252-0216> <医療審査課:TEL 06-6252-0219> 

⑤ 九州 6 月 26 日（金）10：00～16:00 
福岡県 

福岡市 

TKP ガーデンシティ PREMIUM 博多駅前「ミーティング 3B」「ミーティング 3D」 

（福岡市博多区博多駅前 4-2-1 NEWNO・ザイマックス博多駅前 3F） 

  TEL 092-477-1033 

 
・募集期間： 原則相談希望日の 5 営業日前までにお申し込みください。 

          ※ 相談日時は、必ずしもご希望に沿えないことがあります。日程調整後、機構より改めて 

ご案内させていただきますのでご了承ください。 

 

・対 象 者： 今後、施設整備を実施する予定の方、激甚災害などで被災された方 

          ※ 個別融資相談会の対象は、直接貸付のみです。代理貸付の場合は、受託金融機関 

（https://www.wam.go.jp/hp/tabid-1298/）に直接お問い合わせください。 
 
 

・申込方法： Web フォームによるお申込み 
（https://www.int.wam.go.jp/sec/kysFukushi/kys-entry） 

  
※１ 医療貸付事業は原則①関東、④近畿での対応を予定しています。それ以外の開催地における個別面談をご希望 

される場合は下記連絡先までご相談ください。 

※2 施設開設地に関係なく、ご担当者様がお越しいただける会場へお申し込みが可能です。また、Web 会議シス  

テム等による実施（東京本部・大阪支店）も可能ですのでご相談ください。 

https://www.wam.go.jp/hp/tabid-1298/
https://www.int.wam.go.jp/sec/kysFukushi/kys-entry


 

直接貸付・代理貸付の取扱範囲 

直接貸付…当機構が窓口となります。 

代理貸付…当機構の代理店（受託金融機関）が窓口となります。 

 

融 資 対 象 施 設 直接貸付 代理貸付 
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開
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(1) 地域医療支援病院 

○  

(2) 医育機関付属の病院（大学病院） 

(3) 臨床研修指定病院 

(4) 医師会が開設する病床数100床以上の開放型病院 

(5) 都道府県が作成した地域医療計画に名称が記載されている急性期及び 
 専門診療等を担う病床数100床以上の病院 

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく指定病院で、精神病 
   床を200床以上の病院 

(7) 療養病床を有する病院 

(8)  特殊診療機能を有する病院（新設又は増床事業に対する特例融資） 

(9)  法人の開設する医療従事者養成施設を付設する病院 

(10) 医師会が開設する(4)以外の病院 

(11) 医療施設近代化施設整備事業を行う病院 

(12) 耐震化整備事業を行う病院 

(13) 次の都府県で開設する病院 
東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県 
大阪府・京都府・兵庫県・奈良県 

建築資金の 
借 入 申 込 
金 額 

3.5億円超 

3.5億円以下  ○ 

(14) 過去に直接貸付をご利用いただいたことのある方が開設する病院 ○  

(15) 上記(1)～(14)以外の病院  ○ 

 (16) 高額な医療機器の購入資金 ○  

(17) 介  護  老  人  保  健  施  設 ○  

(18) 介  護  医  療  院 ○  

診  療  所 

(19) 医師会が開設する共同利用施設 ○  

(20) 過去に直接貸付をご利用いただいたことのある方が開設する診療所 ○  

(21) 上記(19)(20)以外の診療所  ○ 

医療従事者 
養 成 施 設 

(22) 医師会が開設する養成施設又は単独の養成施設 ○  

(23) 直接貸付の対象となる病院に付設の養成施設 ○  

(24) 過去に直接貸付をご利用いただいたことのある方が開設する施設 ○  

(25) 上記(22)(23)(24)以外の養成施設  ○ 

指 定 訪 問 
看 護 事 業 

(26) 医師会・看護協会が実施する訪問看護事業 ○  

(27) 過去に直接貸付をご利用いただいたことのある方が開設する訪問看護事業 ○  

(28) 上記(26)(27)以外の訪問看護事業  ○ 

助  産  所 
(29) 過去に直接貸付をご利用いただいたことのある方が開設する施設 ○  

(30) 上記(29)以外のもの  ○ 

(31) 耐震化整備事業等に係る優遇融資 ○  
 
（注）１．(8)については、医療法施行規則第30条の32の２及び第30条の33に規定する病床を含む病院として都道府県が認める新設

又は増床事業をいいます。 
   ２．(13)の建築資金の借入申込金額には、既往貸付金残高を含みます。 
   ３．新型コロナウイルス対応支援資金及び物価高騰対応資金の利用実績は、(14)、(20)、(24)、(27)、(29)の「過去に直接貸付を

ご利用いただいたことのある方」には、該当しません。 


